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(57)【要約】
【課題】手振れ補正機構部の部品点数が増加するのを抑
制し、かつ、手振れ補正機構部の組立工程が複雑化する
のを抑制することが可能な撮像装置を提供する。
【解決手段】このビデオカメラ（撮像装置）１は、被写
体を撮像するためのＣＣＤ１９を含む装置本体２と、Ｃ
ＣＤ１９を取り付けるための撮像素子取付部１６と、撮
像素子取付部１６に取り付けられ、ＣＣＤ１９を撮像素
子取付部１６に対して保持するための撮像素子保持部材
２１と、撮影時の装置本体２の手振れを補正する手振れ
補正機構部１５とを備える。手振れ補正機構部１５は、
手振れ補正の際に、ＣＣＤ１９が取り付けられた撮像素
子取付部１６を移動させるためのステッピングモータ２
０１と、ステッピングモータ２０１からの駆動力を撮像
素子取付部１６に伝達するための駆動レバー部２０とを
含み、撮像素子保持部材２１と駆動レバー部２０とは一
体的に形成されている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像するための撮像素子を含む装置本体と、
　前記撮像素子を取り付けるための撮像素子取付部と、
　前記撮像素子取付部に取り付けられ、前記撮像素子を前記撮像素子取付部に対して保持
するための撮像素子保持部材と、
　撮影時の前記装置本体の手振れを補正する手振れ補正機構部とを備え、
　前記手振れ補正機構部は、手振れ補正の際に、前記撮像素子が取り付けられた前記撮像
素子取付部を移動させるための駆動源と、前記駆動源からの駆動力を前記撮像素子取付部
に伝達するための駆動力伝達部材とを含み、
　前記撮像素子保持部材と前記駆動力伝達部材とは一体的に形成されている、撮像装置。
【請求項２】
　前記撮像素子取付部は、第１位置決め用係合部を含み、
　前記駆動力伝達部材と一体的に形成された前記撮像素子保持部材は、第２位置決め用係
合部を含み、
　前記第１位置決め用係合部は、前記第２位置決め用係合部に係合されることにより、前
記駆動力伝達部材と一体的に形成された前記撮像素子保持部材が前記撮像素子取付部に対
して位置決めされるように構成されている、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記第１位置決め用係合部および前記第２位置決め用係合部のいずれか一方は、ボス部
を含み、
　前記第１位置決め用係合部および前記第２位置決め用係合部の他方は、穴部を含み、
　前記ボス部が前記穴部に挿入されることにより前記駆動力伝達部材と一体的に形成され
た前記撮像素子保持部材が前記撮像素子取付部に対して位置決めされるように構成されて
いる、請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記撮像素子保持部材は、前記撮像素子に当接する当接部を含み、
　前記撮像素子保持部材を前記撮像素子取付部に対して離間させるためのバネ部材と、
　前記撮像素子保持部材を前記撮像素子取付部に対して前記バネ部材により離間させた状
態で固定するためのネジ部材とをさらに備え、
　前記ネジ部材により前記撮像素子取付部に対する前記撮像素子保持部材の離間間隔を調
整することにより、前記撮像素子に対する前記撮像素子保持部材の前記当接部の当接状態
を変化させて前記撮像素子の位置を調整可能なように構成されている、請求項１～３のい
ずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記駆動力伝達部材および前記撮像素子保持部材は、平板状の金属からなる、請求項１
～４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、撮像装置に関し、特に、撮像素子を備えた撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像素子を備えた撮像装置が知られている（たとえば、特許文献１～３参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、被写体を撮像するためのＣＣＤパッケージ（撮像素子）と、ＣＣ
Ｄパッケージが取り付けられるＣＣＤプレート（撮像素子取付部）と、ＣＣＤプレートに
載置されたＣＣＤパッケージを固定するためのベースプレート（撮像素子保持部材）と、
撮像画像に干渉縞などが発生するのを防止するためのＬＰＦ（ローパスフィルタ）ユニッ
トと、付勢力を加えるための板バネとを備えた撮像装置が開示されている。この撮像装置
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では、ＣＣＤプレートと、ＣＣＤパッケージと、ベースプレートとからＣＣＤユニットが
構成されている。このＣＣＤユニットと、ＬＰＦユニットとが板バネにより固定されるこ
とにより、ＣＣＤユニットと、ＬＰＦユニットとが一体化されている。なお、上記特許文
献１による撮像装置には、ＣＣＤユニットを移動させることにより手振れ補正する手振れ
補正機構部などは設けられていない。また、ＣＣＤユニットを移動させるための駆動力伝
達部材に関する記載もない。
【０００４】
　また、上記特許文献２には、レンズと、被写体を撮像するためのＣＣＤ（撮像素子）と
、ＣＣＤを取り付けるためのＣＣＤホルダー（撮像素子保持部材）と、ＣＣＤホルダーを
移動させるための調整リングとを備えたビデオカメラ（撮像装置）が開示されている。こ
のビデオカメラでは、レンズとＣＣＤとの距離を調整する際に、調整リングを回転操作す
ることにより、ＣＣＤが取り付けられたＣＣＤホルダーが光軸方向に移動されるように構
成されている。なお、上記特許文献２によるビデオカメラには、ＣＣＤを光軸方向に対し
て垂直方向に移動させることにより手振れ補正する手振れ補正機構部や駆動力伝達部材な
どは設けられていない。また、ＣＣＤが光軸方向に移動されるように構成された調整リン
グは、手振れ補正機構部の駆動力伝達部材として使用することはできないと考えられる。
【０００５】
　また、上記特許文献３には、レンズを取り付けるためのベースと、被写体を撮像するた
めの撮像素子と、撮像素子を取り付けるためのホルダー（撮像素子取付部）と、撮像素子
をホルダーに固定するための押さえ板（撮像素子保持部材）と、ホルダーを移動させるた
めの摺動操作体とを備えた撮像装置が開示されている。この撮像装置では、ベースと撮像
素子との距離を調整する際に、摺動操作体を操作することにより、撮像素子を固定してい
る押さえ板が光軸方向に移動されるように構成されている。なお、上記特許文献３による
撮像装置には、撮像素子を光軸方向に対して垂直方向に移動させることにより手振れ補正
する手振れ補正機構部や駆動力伝達部材などは設けられていない。また、撮像素子が光軸
方向に移動されるように構成された摺動操作体は、手振れ補正機構部の駆動力伝達部材と
して使用することはできないと考えられる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１４３４４８号公報
【特許文献２】特開平７－９５４５２号公報
【特許文献３】特開平５－１４５８１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の撮像装置に、たとえば、手振れ補正機構部を設
けた場合には、手振れ補正の際に、ＣＣＤパッケージが取り付けられたＣＣＤプレートを
移動させるための駆動力伝達部材を、別途、ＣＣＤプレートに取り付けなければならない
という不都合があると考えられる。このため、手振れ補正機構部の部品点数が増加すると
いう問題点があると考えられる。また、この場合、手振れ補正機構部の組立工程が複雑化
するという問題点もあると考えられる。
【０００８】
　また、上記特許文献２に記載のビデオカメラに、たとえば、手振れ補正機構部を設けた
場合には、手振れ補正の際にＣＣＤが取り付けられたＣＣＤホルダーを移動させるための
駆動力伝達部材を新たに設けるとともに、この駆動力伝達部材をＣＣＤホルダーに取り付
けなければならないという不都合があると考えられる。このため、手振れ補正機構部の部
品点数が増加するという問題点があると考えられる。また、この場合、手振れ補正機構部
の組立工程が複雑化するという問題点もあると考えられる。
【０００９】
　また、上記特許文献３に記載の撮像装置に、たとえば、手振れ補正機構部を設けた場合
には、手振れ補正の際に撮像素子が取り付けられた押さえ板を移動させるための駆動力伝
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達部材を新たに設けるとともに、この駆動力伝達部材を押さえ板に取り付けなければなら
ないという不都合があると考えられる。このため、手振れ補正機構部の部品点数が増加す
るという問題点があると考えられる。また、この場合、手振れ補正機構部の組立工程が複
雑化するという問題点があると考えられる。
【００１０】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、手振れ補正機構部の部品点数が増加するのを抑制し、かつ、手振れ補正機構部
の組立工程が複雑化するのを抑制することが可能な撮像装置を提供することである。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【００１１】
　この発明の第１の局面による撮像装置は、被写体を撮像するための撮像素子を含む装置
本体と、撮像素子を取り付けるための撮像素子取付部と、撮像素子取付部に取り付けられ
、撮像素子を撮像素子取付部に対して保持するための撮像素子保持部材と、撮影時の装置
本体の手振れを補正する手振れ補正機構部とを備え、手振れ補正機構部は、手振れ補正の
際に、撮像素子が取り付けられた撮像素子取付部を移動させるための駆動源と、駆動源か
らの駆動力を撮像素子取付部に伝達するための駆動力伝達部材とを含み、撮像素子保持部
材と駆動力伝達部材とは一体的に形成されている。
【００１２】
　この一の局面による撮像装置では、上記のように、撮像素子を撮像素子取付部に対して
保持するための撮像素子保持部材を設けるとともに、手振れ補正機構部に駆動源からの駆
動力を撮像素子取付部に伝達するための駆動力伝達部材を設け、かつ、撮像素子保持部材
と駆動力伝達部材とを一体的に形成することによって、手振れ補正機構部の部品点数の増
加を抑制することができる。また、駆動力伝達部材を撮像素子保持部材に、取り付ける作
業が不要になるので、その分、手振れ補正機構部の組立工程を簡略化することができる。
【００１３】
　上記一の局面による撮像装置において、好ましくは、撮像素子取付部は、第１位置決め
用係合部を含み、駆動力伝達部材と一体的に形成された撮像素子保持部材は、第２位置決
め用係合部を含み、第１位置決め用係合部は、第２位置決め用係合部に係合されることに
より、駆動力伝達部材と一体的に形成された撮像素子保持部材が撮像素子取付部に対して
位置決めされるように構成されている。このように構成すれば、第１位置決め用係合部と
第２位置決め用係合部とを係合させるだけで、駆動力伝達部材および撮像素子保持部材と
、撮像素子取付部とを所定の位置に位置決めすることができる。
【００１４】
　上記の場合、好ましくは、第１位置決め用係合部および前記第２位置決め用係合部のい
ずれか一方は、ボス部を含み、第１位置決め用係合部および第２位置決め用係合部の他方
は、穴部を含み、ボス部が穴部に挿入されることにより駆動力伝達部材と一体的に形成さ
れた撮像素子保持部材が撮像素子取付部に対して位置決めされるように構成されている。
このように構成すれば、ボス部が穴部に挿入されるように撮像素子保持部材を配置するこ
とにより、容易に撮像素子取付部に対して駆動力伝達部材および撮像素子保持部材を所定
の位置に位置決めすることができる。
【００１５】
　上記一の局面による撮像装置において、好ましくは、撮像素子保持部材は、撮像素子に
当接する当接部を含み、撮像素子保持部材を撮像素子取付部に対して離間させるためのバ
ネ部材と、撮像素子保持部材を撮像素子取付部に対してバネ部材により離間させた状態で
固定するためのネジ部材とをさらに備え、ネジ部材により撮像素子取付部に対する撮像素
子保持部材の離間間隔を調整することにより、撮像素子に対する撮像素子保持部材の当接
部の当接状態を変化させて撮像素子の位置を調整可能なように構成されている。このよう
に構成すれば、ネジ部材の締め具合を調整することにより、撮像素子の光軸に対する位置
調整を行うことができる。
【００１６】
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　上記一の局面による撮像装置において、好ましくは、駆動力伝達部材および撮像素子保
持部材は、平板状の金属からなる。このように構成すれば、駆動力伝達部材と撮像素子保
持部材とを樹脂により一体的に形成する場合と異なり、駆動力伝達部材の機械的強度の低
下を抑制しながら、平板状の金属からなる駆動力伝達部材および撮像素子保持部材を容易
に一体的に形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　図１および図２は、本発明の一実施形態によるビデオカメラの全体構成を示す斜視図で
ある。また、図３～図８は、図１に示した本発明の一実施形態によるビデオカメラの詳細
な構成を説明するための図である。まず、図１～図８を参照して、本発明の一実施形態に
よるビデオカメラ１の構成について説明する。なお、本実施形態では、撮像装置の一例で
あるビデオカメラ１に本発明を適用した場合について説明する。
【００１９】
　本発明の一実施形態によるビデオカメラ１では、図１および図２に示すように、装置本
体２に、複数の光学レンズからなるレンズ部３が内部に収納された鏡筒４と、ストロボ５
と、内蔵マイク６と、ビデオテープ（図示せず）が着脱可能に装着されるビデオカセット
部７と、メモリカード挿入部８とが設けられている。また、ビデオカメラ１は、映像を録
画する際に使用される録画／再生ボタン９と、静止画像を撮影する際に使用されるシャッ
タボタン１０と、電源ボタン１１と、ファインダ１２と、録画時の映像を画面表示可能な
液晶モニタ１３とを備えている。また、図２に示すように、装置本体２の内部のレンズ部
３の後方には、後述する、ＣＣＤ１９を移動させるための手振れ補正機構部１５が配置さ
れている。
【００２０】
　また、図１および図２に示すように、レンズ部３が収納された鏡筒４は、装置本体２の
正面側から外部に水平に突出されるように構成されている。また、ストロボ５は、撮影時
に補助光として発光する機能を有している。また、内蔵マイク６は、撮影時（録画時）に
被写体周辺の音を収集する機能を有している。また、ビデオカセット部７およびメモリカ
ード挿入部８は、それぞれビデオテープ（図示せず）およびメモリカード（図示せず）に
撮影された動画画像と静止画像とを記憶することが可能なように構成されている。また、
録画／再生ボタン９は、ユーザが撮影時に押圧することによって、後述する、ＣＣＤ１９
が撮影した映像をビデオテープ（図示せず）に記憶する動作を開始するとともに、録画終
了時には、ビデオテープ（図示せず）への記憶動作を停止する機能を有している。
【００２１】
　また、ファインダ１２および液晶モニタ１３は、ユーザがファインダ１２および液晶モ
ニタ１３のいずれか、またはその両方を通して被写体を見ながら、撮影範囲を決定するこ
とが可能なように構成されている。また、液晶モニタ１３は、ビデオカメラ１の画像設定
および音声設定などの各種設定を行うための設定画面を表示することが可能なように構成
されている。また、操作ボタン１４は、液晶モニタ１３に表示される設定画面から各項目
を選択するなど、液晶モニタ１３に表示される画面上の操作を行うことが可能なように構
成されている。
【００２２】
　また、図３～図５に示すように、手振れ補正機構部１５は、Ｘ１およびＸ２方向に移動
可能な樹脂製の撮像素子取付部１６と、ガラス製のレンズ１７と、ゴムなどからなる変形
可能なパッキン１８と、被写体を撮像するためのＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ）１９と、平板状の金属製（板金製）の駆動レバー部２０および撮像素
子保持部材２１と、ネジ２２と、バネ２３および２４と、Ｙ１およびＹ２方向に移動可能
な樹脂製の可動部材２５と、樹脂製の固定部材２６とから構成されている。なお、ＣＣＤ
１９は、本発明の「撮像素子」の一例であり、駆動レバー部２０は、本発明の「駆動力伝
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達部材」の一例であり、ネジ２２は、本発明の「ネジ部材」の一例である。
【００２３】
　ここで、本実施形態では、駆動レバー部２０は、撮像素子保持部材２１と一体的に形成
されている。また、図５に示すように、撮像素子取付部１６は、４つの１６ａと、３つの
ネジ取付穴１６ｂと、レンズ取付面１６ｃと、撮像素子取付面１６ｄと、シャフト挿入穴
１６ｅと、２つのバネ取付穴１６ｆと、バネ１６ｇとを備えている。なお、位置決め用ボ
ス部１６ａは、本発明の「第１位置決め用係合部」の一例であり、バネ１６ｇは、本発明
の「バネ部材」の一例である。
【００２４】
　また、本実施形態では、図５に示すように、４つの位置決め用ボス部１６ａは、撮像素
子取付部１６の最上面から垂直上方に突出するように撮像素子取付部１６に一体的に設け
られている。また、４つの位置決め用ボス部１６ａは、撮像素子取付部１６から撮像素子
保持部材２１の方向に向かって位置決め用ボス部１６ａの直径が小さくなるような、いわ
ゆる、テーパー形状（裁頭円錐形状）を有している。また、３つのネジ取付穴１６ｂは、
円形状を有し、内面にネジ山が形成されている。また、レンズ取付面１６ｃは、レンズ１
７が当接された状態で取り付けられるように構成されている。また、シャフト挿入穴１６
ｅは、後述する、スライドシャフト２５ｂを挿入するために形成されている。また、シャ
フト挿入穴１６ｅの内径は、バネ１６ｇを支持するシャフト挿入穴１６ｅがスライドシャ
フト２５ｂ上を摺動可能なように、スライドシャフト２５ｂの直径よりも若干大きく形成
されている。また、２つのバネ取付穴１６ｆは、円形状を有し、撮像素子取付部１６の撮
像素子取付面１６ｄを挟むようにして設けられている。この２つのバネ取付穴１６ｆは、
撮像素子取付部１６の上面に対して垂直下方に延びるとともにバネ１６ｇを支持する底部
を有するように形成されている。また、バネ１６ｇは、それぞれのバネ取付穴１６ｆに挿
入されている。
【００２５】
　また、図３～図７に示すように、駆動レバー部２０は、駆動力伝達部２０ａと、モータ
取付部２０ｂと、バネ取付部２０ｃとから構成されている。また、駆動レバー部２０のモ
ータ取付部２０ｂには、回転軸２０１ａを有するステッピングモータ２０１と、ナット２
０２とが取り付けられている。なお、ステッピングモータ２０１は、本発明の「駆動源」
の一例である。
【００２６】
　また、本実施形態では、図３～図７に示すように、駆動レバー部２０は、平面的に見て
実質的にＬ字形状を有している。また、駆動レバー部２０のモータ取付部２０ｂは、駆動
力伝達部２０ａの裏面から垂直下方に延びるように駆動力伝達部２０ａに形成されている
。また、モータ取付部２０ｂは、正面から見て凹形状に形成されている（図５参照）。ま
た、ステッピングモータ２０１は、撮像素子取付部１６を移動させるために取り付けられ
ている。このステッピングモータ２０１の回転軸２０１ａは、時計方向および反時計方向
に回転可能なように構成されている。また、回転軸２０１ａの先端にはネジ部が設けられ
ている。この回転軸２０１ａのネジ部は、モータ取付部２０ｂを介して内面にネジ部を有
するナット２０２のネジ部と螺合している。また、バネ取付部２０ｃは、駆動レバー部２
０のモータ取付部２０ｂと逆側の端部に設けられている。このバネ取付部２０ｃは、平面
的に見てＬ字形状のフック状に形成されている。
【００２７】
　また、本実施形態では、図５に示すように、撮像素子保持部材２１は、２つの押圧部２
１ａと、２つの当接部２１ｂと、絶縁テープ２１ｃと、バネ押さえ部２１ｄと、４つの位
置決め用穴部２１ｅと、３つのネジ挿入穴２１ｆとから構成されている。なお、位置決め
用穴部２１ｅは、本発明の「第２位置決め用係合部」の一例である。
【００２８】
　また、撮像素子保持部材２１は、平面的に見て四角形状の開口部を有する枠状に形成さ
れている。また、２つの押圧部２１ａは、撮像素子保持部材２１から内側面から内側に突
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出するように、かつ、垂直下方に延びるように形成されている。また、２つの押圧部２１
ａは、平面的に見て矩形形状を有し、正面から見てＬ字形状を有している。また、２つの
当接部２１ｂは、押圧部２１ａのＣＣＤ１９と当接する面に設けられている。この当接部
２１ｂが、ＣＣＤ１９に当接することにより、ＣＣＤ１９が撮像素子取付部１６に対して
固定されるように構成されている。また、絶縁テープ２１ｃは、押圧部２１ａの当接部２
１ｂのＣＣＤ１９に当接する面に貼付されている。この絶縁テープ２１ｃは、撮像素子保
持部材２１とＣＣＤ１９とを電気的に絶縁するなどのために設けられている。
【００２９】
　また、本実施形態では、図５～図７に示すように、バネ押さえ部２１ｄは、撮像素子取
付部１６のバネ取付穴１６ｆに挿入されたバネ１６ｇを押さえるようにして取り付けられ
ている。また、４つの位置決め用穴部２１ｅは、円形状を有し、撮像素子保持部材２１の
上面に対して垂直方向に形成されている。この４つの位置決め用穴部２１ｅは、前述した
、位置決め用ボス部１６ａと係合することにより撮像素子保持部材２１が撮像素子取付部
１６に対して所定の位置に位置決めされるように形成されている。また、３つのネジ挿入
穴２１ｆは、円形状を有し、撮像素子保持部材２１の上面に対して垂直方向に形成されて
いる。この３つのネジ挿入穴２１ｆは、ネジ２２が挿入されるように形成されている。
【００３０】
　また、本実施形態では、図５～図７に示すように、ネジ２２は、撮像素子保持部材２１
のネジ挿入穴２１ｆを介して撮像素子取付部１６のネジ取付穴１６ｂに締結されている。
このとき、図８に示すように、撮像素子保持部材２１と撮像素子取付部１６との間には、
バネ１６ｇが設けられているため、撮像素子保持部材２１は撮像素子取付部１６に対して
若干浮き上がった状態（離間した状態）で保持されるように構成されている。また、ＣＣ
Ｄ１９はパッキン１８と当接されるように構成されており、ＣＣＤ１９と撮像素子取付面
１６ｄとの間には、若干の空間を有するように構成されている。また、撮像素子保持部材
２１に取り付けられた、３つのネジ２２（図７参照）のそれぞれの締め付け量を変化させ
ることにより、撮像素子保持部材２１の当接部２１ｂの当接状態を変化させることが可能
になる。これにより、ＣＣＤ１９はパッキン１８を変形させながら、ＣＣＤ１９の光軸に
対する位置を調整可能なように構成されている。
【００３１】
　また、図３～図５に示すように、バネ２３の一方端２３ａは、駆動レバー部２０のバネ
取付部２０ｃに取り付けられている。また、バネ２３の他方端２３ｂは、後述する、固定
部材２６のバネ取付部２６ｃに取り付けられている。また、バネ２４の一方端２４ａは、
後述する、バネ取付部２５ｄに取り付けられている。また、バネ２４の他方端２４ｂは、
後述する、固定部材２６のバネ取付部２６ｄに取り付けられている。
【００３２】
　また、図４および図５に示すように、樹脂製の可動部材２５は、シャフト挿入穴２５ａ
と、スライドシャフト２５ｂと、モータ取付部２５ｃと、バネ取付部２５ｄとから構成さ
れている。また、可動部材２５には、回転軸２５１ａを有するステッピングモータ２５１
と、ナット２５２とが取り付けられている。
【００３３】
　また、図４および図５に示すように、可動部材２５は、平面的に見て四角形状の枠状に
形成されている。また、シャフト挿入穴２５ａは、円形状を有し、可動部材２５に形成さ
れている。このシャフト挿入穴２５ａは、可動部材２５の上面に対して水平方向に延びる
ように形成されている。また、スライドシャフト２５ｂは、円柱形状を有し、シャフト挿
入穴２５ａに挿入されるように形成されている。
【００３４】
　また、図４および図５に示すように、モータ取付部２５ｃは、正面から見て凹形状を有
し、可動部材２５の一辺の外側面に設けられている。また、ステッピングモータ２５１は
、モータ取付部２５ｃに取り付けられている。このステッピングモータ２５１は、時計方
向および反時計方向に回転可能な回転軸２５１ａを有している。また、ナット２５２は、
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内面にネジ部を有している。また、バネ取付部２５ｄは、可動部材２５のモータ取付部２
５ｃが設けられている外側面と同じ面に設けられている。このバネ取付部２５ｄは、平面
的に見てＬ字形状のフック形状に形成されている。また、回転軸２５１ａの先端にはネジ
部が設けられている。この回転軸２５１ａのネジ部は、モータ取付部２５ｃを介してナッ
ト２５２のネジ部と螺合している。
【００３５】
　また、図４および図５に示すように、固定部材２６は、シャフト挿入穴２６ａと、スラ
イドシャフト２６ｂと、バネ取付部２６ｃおよび２６ｄとを備えている。
【００３６】
　また、図４および図５に示すように、固定部材２６は、平面的に見て、四角形状の枠状
に形成されている。また、２つのシャフト挿入穴２６ａは、円形状を有し、固定部材２６
に形成されている。この２つのシャフト挿入穴２６ａは、固定部材２６の上面に対して水
平方向に延びるように形成されている。また、スライドシャフト２６ｂは、円柱形状を有
し、シャフト挿入穴２６ａに挿入されるように形成されている。また、バネ取付部２６ｃ
は、固定部材２６の外側面から外側に突出するように設けられ、平面的に見てＬ字形状の
フック形状に形成されている。また、バネ取付部２６ｄは、固定部材２６から内側面から
内側に突出するように設けられ、平面的に見てＬ字形状のフック形状に形成されている。
【００３７】
　次に、図５～図７を参照して、本発明の一実施形態による手振れ補正機構部１５の撮像
素子取付部１６に駆動レバー部２０および撮像素子保持部材２１を取り付ける手順につい
て説明する。
【００３８】
　まず、図５に示すように、撮像素子取付部１６のレンズ取付面１６ｃにレンズ１７を当
接させて取り付け、その後、レンズ１７の上面にパッキン１８およびＣＣＤ１９を取り付
ける。また、バネ１６ｇを、それぞれ、撮像素子取付部１６のバネ取付穴１６ｆに挿入す
る。
【００３９】
　その後、撮像素子保持部材２１の位置決め用穴部２１ｅを撮像素子取付部１６の位置決
め用ボス部１６ａに係合させる。また、ネジ２２をネジ挿入穴２１ｆを介して撮像素子取
付部１６のネジ取付穴１６ｂに締め付けることによって、撮像素子取付部１６と撮像素子
保持部材２１とをバネ１６ｇの付勢力により離間させた状態で固定する。また、モータ取
付部２０ｂにステッピングモータ２０１の回転軸２０１ａを挿入し、回転軸２０１ａの先
端のネジ部とナット２０２のネジ部とを螺合させる。
【００４０】
　次に、図４を参照して、本発明の一実施形態による手振れ補正機構部１５の動作につい
て説明する。
【００４１】
　まず、図４に示すように、手振れした際に、ビデオカメラ１が矢印Ｘ２方向に移動した
場合には（図２参照）、ステッピングモータ２０１の回転軸２０１ａが時計方向に回転駆
動することによって、回転軸２０１ａに螺合されたナット２０２がバネ２３の付勢力に抗
して駆動レバー部２０を矢印Ｘ１方向に直線移動する。このとき、ＣＣＤ１９が、手振れ
した方向と逆方向（ブレを打ち消す方向）に移動することにより、手振れ補正される。ま
た、ビデオカメラ１が矢印Ｘ１方向に移動した場合（図２参照）にも同様に、回転軸２０
１ａが反時計方向に回転することによって、回転軸２０１ａに螺合されたナット２０２が
バネ２３の付勢力によって矢印Ｘ２方向にＣＣＤ１９が直線移動され、手振れ補正される
。
【００４２】
　また、手振れした際に、ビデオカメラ１が矢印Ｙ２方向に移動した場合には（図２参照
）、ステッピングモータ２５１の回転軸２５１ａが時計方向に回転駆動することによって
、回転軸２５１ａに螺合されたナット２５２がバネ２４の付勢力に抗して可動部材２５を
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矢印Ｙ１方向に直線移動される。このとき、ＣＣＤ１９が、手振れした方向と逆方向（ブ
レを打ち消す方向）に移動することにより、手振れ補正される。また、ビデオカメラ１が
矢印Ｙ１方向に移動した場合（図２参照）にも同様に、回転軸２５１ａが反時計方向に逆
回転することによって、回転軸２５１ａに螺合されたナット２５２がバネ２４の付勢力に
よって矢印Ｙ２方向にＣＣＤ１９が直線移動され、手振れ補正される。
【００４３】
　本実施形態では、上記のように、ＣＣＤ１９を撮像素子取付部１６に対して保持するた
めの撮像素子保持部材２１を設けるとともに、手振れ補正機構部１５にステッピングモー
タ２０１からの駆動力を撮像素子取付部１６に伝達するための駆動レバー部２０を設け、
かつ、撮像素子保持部材２１と駆動レバー部２０とを一体的に形成することによって、手
振れ補正機構部１５の部品点数の増加を抑制することができる。また、駆動レバー部２０
を撮像素子保持部材２１に、取り付ける作業が不要になるので、その分、手振れ補正機構
部１５の組立工程を簡略化することができる。
【００４４】
　また、本実施形態では、上記のように、撮像素子取付部１６は、位置決め用ボス部１６
ａを含み、駆動レバー部２０と一体的に形成された撮像素子保持部材２１は、位置決め用
穴部２１ｅを含み、位置決め用ボス部１６ａは、位置決め用穴部２１ｅに係合されること
により、駆動レバー部２０と一体的に形成された撮像素子保持部材２１が撮像素子取付部
１６に対して位置決めされるように構成することによって、位置決め用ボス部１６ａと位
置決め用穴部２１ｅとを係合させるだけで、駆動レバー部２０および撮像素子保持部材２
１と撮像素子取付部１６とを所定の位置に位置決めすることができる。
【００４５】
　また、本実施形態では、上記のように、第１位置決め用係合部および第２位置決め用係
合部のいずれか一方は、位置決め用ボス部１６ａを含み、第１位置決め用係合部および第
２位置決め用係合部の他方は、位置決め用穴部２１ｅを含み、位置決め用ボス部１６ａが
位置決め用穴部２１ｅに挿入されることにより駆動レバー部２０と一体的に形成された撮
像素子保持部材２１が撮像素子取付部１６に対して位置決めされるように構成することに
よって、位置決め用ボス部１６ａが位置決め用穴部２１ｅに挿入されるように撮像素子保
持部材２１を配置することにより、容易に撮像素子取付部１６に対して駆動レバー部２０
および撮像素子保持部材２１を所定の位置に位置決めすることができる。
【００４６】
　また、本実施形態では、上記のように、撮像素子保持部材２１は、ＣＣＤ１９に当接す
る当接部２１ｂを含み、撮像素子保持部材２１を撮像素子取付部１６に対して離間させる
ためのバネ１６ｇと、撮像素子保持部材２１を撮像素子取付部１６に対してバネ１６ｇに
より離間させた状態で固定するためのネジ２２とをさらに備え、ネジ２２により撮像素子
取付部１６に対する撮像素子保持部材２１の離間間隔を調整することにより、ＣＣＤ１９
に対する撮像素子保持部材２１の当接部２１ｂの当接状態を変化させてＣＣＤ１９の位置
を調整可能なように構成することによって、ネジ２２の締め具合を調整することにより、
ＣＣＤ１９の光軸に対する位置調整を行うことができる。
【００４７】
　また、本実施形態では、上記のように、駆動レバー部２０および撮像素子保持部材２１
は、平板状の金属からなることによって、駆動レバー部２０と撮像素子保持部材２１とを
樹脂により一体的に形成する場合と異なり、駆動レバー部２０の機械的強度の低下を抑制
しながら、平板状の金属からなる駆動レバー部２０および撮像素子保持部材２１を容易に
一体的に形成することができる。
【００４８】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
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【００４９】
　たとえば、上記実施形態では、撮像装置の一例としてビデオカメラを示したが、本発明
はこれに限らず、ビデオカメラ以外の撮像装置にも適用可能である。
【００５０】
　また、上記実施形態では、撮像素子の一例としてＣＣＤを示したが、本発明はこれに限
らず、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏ
ｎｄｕｃｔｏｒ）などの他の撮像素子を用いてもよい。
【００５１】
　また、上記実施形態では、駆動レバーの形状の一例として、平面的に見てＬ字形状に形
成した例を示したが、本発明はこれに限らず、平面的に見て矩形形状などの他の形状に形
成した駆動レバーを用いてもよい。
【００５２】
　また、上記実施形態では、撮像素子保持部材の形状の一例として、平面的に見て四角形
状に形成した例を示したが、本発明はこれに限らず、平面的に見て円形状などの他の形状
に形成した撮像素子保持部材を用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の一実施形態によるビデオカメラの全体構成を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態によるビデオカメラの全体構成を示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態によるビデオカメラの手振れ補正機構部の全体構成を示す斜
視図である。
【図４】本発明の一実施形態によるビデオカメラの手振れ補正機構部の全体構成を示す平
面図である。
【図５】本発明の一実施形態によるビデオカメラの手振れ補正機構部の全体構成を示す分
解斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態による駆動レバーおよび撮像素子保持部材を示す斜視図であ
る。
【図７】本発明の一実施形態による駆動レバーおよび撮像素子保持部材を示す平面図であ
る。
【図８】本発明の一実施形態による駆動レバーおよび撮像素子保持部材を示す平面図の１
００－１００線に沿った断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　　ビデオカメラ（撮像装置）
　１５　　手振れ補正機構部
　１６　　撮像素子取付部
　１６ａ　位置決め用ボス部（第１位置決め用係合部、ボス部）
　１６ｇ　バネ（バネ部材）
　１９　　ＣＣＤ（撮像素子）
　２０　　駆動レバー部（駆動力伝達部材）
　２０１　ステッピングモータ（駆動源）
　２１　　撮像素子保持部材
　２１ｂ　当接部
　２１ｅ　位置決め用穴部（第２位置決め用係合部、穴部）
　２２　　ネジ（ネジ部材）
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